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○
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大

臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
令
和
二
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
四
号
） 

 

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十

七
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す

も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

三
・
六

GHz
を
超
え
四
・
一

GHz
以
下
又
は
四
・
五

GHz
を
超
え
四
・
六

GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無

線
設
備
（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

イ 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
次
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
内
に
お
い
て
事
業
の
用
に
供
す
る
無
線
設

備
に
あ
っ
て
は
、
十
六
以
上
の
空
中
線
、
位
相
器
及
び
増
幅
器
を
用
い
て
一
又
は
複
数
の
指
向
性
を
持
つ
ビ
ー

ム
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
制
御
す
る
技
術
を
有
す
る
無
線
装
置
を
用
い
て
無
線
通
信
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
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地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域 

⑵ 

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群

島 

⑶ 

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
豪
雪

地
帯
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域 

⑷ 

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
辺
地 

⑸ 

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
興
山
村
と
し
て
指
定

さ
れ
た
地
域 

⑹ 

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

小
笠
原
諸
島 

⑺ 

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半
島
振
興
対
策
実
施
地

域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域 
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⑻ 

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五

年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域 

⑼ 
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
沖
縄 

⑽ 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
過
疎
地
域 

ロ 

総
務
省
・
経
済
産
業
省
関
係
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
。
第
三
号
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
全
国
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
設
備
を
製
造
す
る
事
業
者
と
同

号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
設
備
を
製
造
す
る
事
業
者
と
が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

ハ 

主
と
し
て
第
五
世
代
移
動
通
信
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省 

令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
第
五
世
代
移
動
通
信
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
交
換
設
備
と
一
体
と
し
て
運
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

二
七

GHz
を
超
え
二
八
・
二

GHz
以
下
又
は
二
九
・
一

GHz
を
超
え
二
九
・
五

GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
無
線
設
備
（
前
号
ロ
及
び
ハ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

三 

施
行
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
（
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
に

あ
っ
て
は
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
に
限
る
。
） 

四 

専
ら
前
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
（
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
を
用
い
て
行
う
無
線
通
信
の
業
務
の

用
に
供
さ
れ
、
当
該
無
線
設
備
と
一
体
と
し
て
運
用
さ
れ
る
交
換
設
備
及
び
当
該
無
線
設
備
と
当
該
交
換
設
備
と

の
間
の
通
信
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備 


